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（ 公 印 省 略 ）   

 

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣

府令の整備に関する内閣府令等について 

 

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣

府令の整備に関する内閣府令（令和７年内閣府令第 94 号）及び特定乳児等通園支援事業の

運営に関する基準（令和７年内閣府令第 95号）（以下「整備府令等」という。）については、

昨日、それぞれ別紙１及び別紙２のとおり公布され、令和８年４月１日から施行することと

されたところである。 

また、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令（令和

７年内閣府令第 96号。以下「改正府令」という。）については、本日、別紙３のとおり公布

され、令和８年４月１日から施行することとされたところである。 

整備府令等及び改正府令の内容を十分理解の上、管内の市町村（特別区を含む。）、関係機

関等に対し、その周知を図るとともに、その施行に万全を期されたい。 

なお、整備府令等及び改正府令の施行に伴う運用上の留意事項等については別途通知する。 

本通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１項の規定に基づく技術

的助言であることを申し添える。 

都 道 府 県 知 事 
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中 核 市 市 長 

児童相談所設置市市長 

問合せ先 
こども家庭庁成育局保育政策課企画法令第一係 
E-mail：hoikuseisaku.hourei1@cfa.go.jp 


